
平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 
国 土 交 通 省 
土地・建設産業局建設業課 

東日本大震災に伴う国発注工事の前金払の特例の継続について 

Ⅰ．趣旨  
東日本大震災に係る復旧・復興事業の本格化を受け、被災地域にお

ける公共工事の円滑かつ適正な施工の確保が図られるよう、国発注工

事の前金払の特例を継続します。 

Ⅱ．特例の内容  
  平成２３年４月に創設した次の措置について、当面、平成２５年度

内において適用します。 
 

東日本大震災の被災地域（※１）における国発注工事について、 
① 前金払の割合を、請負金額の１０分の５以内とする。（※２） 

（原則：請負金額の１０分の４以内） 
② 中間前金払の対象となる工事を、請負金額３００万円以上の 

工事とする。 
（原則：請負金額１０００万円以上かつ工期１５０日以上の工事） 

 
（※１）特例の対象地域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域 

（東京都の区域を除く。）。具体的には、 
・岩手県、宮城県及び福島県の全ての市町村   

 ・青森県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県及び新潟県の一部の市町村    
 （平成２３年４月２０日現在） 

（※２）設計・調査、測量及び機械類の製造に係る前金払の割合についても、請負金額の                 
１０分の４以内とする（原則：請負金額の１０分の３以内）。 

 

＜ 問い合わせ先＞  
土地・建設産業局建設業課 鈴木、丹呉 

ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１（内線２４７５３、２４７５６）  
（直通）０３－５２５３－８２７７ 
ＦＡＸ：０３－５２５３－１５５３ 

 



（参考） 前金払について

○ 建設業者の着工資金を確保し、資

金調達に係る金利負担を軽減、資金

繰りを改善

○ 労働者、下請企業等への早期の支

払確保

○ 工事の円滑・適正な施工を確保

資材購入や労働者の確保等、建設工

事の着工資金の確保のため、工事代

金の一定割合を前払いするもの

前金払とは

前金払の効果

下請企業労働者 資機材業者

＜前金払による工事資金の流れ（イメージ）＞
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